
     令和 7（２０２5）年１１月５日（1） 

 

  
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
８
年
度 

本
山
保
育
所
入
所
申
込
受
付
に
つ
い
て 

令
和
８
年
度
に
保
育
所
へ
入
所
を
希
望
す
る
児
童
が
お
い

で
る
方
は
、
入
所
申
込
書
等
必
要
書
類
に
記
入
の
う
え
、
次

の
と
お
り
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。 

必
要
書
類
は
、
本
山
保
育
所
、
本
山
町
教
育
委
員
会
（
本

山
町
プ
ラ
チ
ナ
セ
ン
タ
ー
内
）
に
あ
り
ま
す
。 

【
入
所
条
件
】
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
。 ・

就
労
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
自
営
業
・
在
宅
勤
務
等
含
む
） 

※
就
労
日
数
・
就
労
時
間
に
つ
い
て
は
、
１
ヶ
月
あ
た
り
48

時
間
以
上 

・
同
居
又
は
長
期
入
院
等
を
し
て
い
る
親
族
の
介
護
、
看

護 

・
妊
娠
、
出
産 

・
保
護
者
の
疾
病
、
障
害 

・
求
職
活
動
（
起
業
準
備
を
含
む
） 

・
就
学
（
職
業
訓
練
校
等
に
お
け
る
職
業
訓
練
を
含
む
） 

・
虐
待
や
Ｄ
Ｖ
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と 

・
災
害
復
旧 

な
ど
の
事
情
に
よ
っ
て
、
保
護
者
が
家
庭
で
保
育
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
に
限
り
ま
す
。 

条
件
に
該
当
し
な
い
場
合
は
入
所
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了

承
く
だ
さ
い
。 

【
申
込
方
法
】 

○
新
規
の
申
込
み
は
、次
の
日
程
で
面
接
に
て
受
け
付
け
ま

す
。
お
子
さ
ん
を
連
れ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

【
場
所
】
本
山
町
プ
ラ
チ
ナ
セ
ン
タ
ー 

【
日
時
】
12
月
４
日
（
木
） 

午
前
10
時
～
正
午
・
午
後
１
時
～
午
後
３
時 

○
在
園
児
童
は
、保
育
所
か
ら
必
要
書
類
を
お
渡
し
し
ま
す
の

で
、
11
月
28
日
（
金
）
ま
で
に
保
育
所
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
申
込
み
期
間
を
過
ぎ
る
と
、
４
月
当
初
の
入
所
決
定

選
考
か
ら
除
か
れ
ま
す
の
で
、必
ず
期
間
内
に
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。 

○
年
度
途
中
の
申
し
込
み
は
、
入
所
希
望
月
の
前
月
10
日
ま

で
に
教
育
委
員
会
へ
申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。
定
員 

を
超
え
る
場
合
は
欠
員
待
ち
と
な
り
ま
す
。 

【
保
育
所
紹
介
】 

                     
【
問
い
合
わ
せ
先
】 

教
育
委
員
会 

電
話 

76―

３
９
１
３ 

本
山
保
育
所 

電
話 

76―

３
０
０
３ 

 

本
山
保
育
所 

会
計
年
度
任
用
職
員
募
集
に
つ
い
て 

【
募
集
要
件
等
】 

【
職
名
】
保
育
士
又
は
保
育
補
助
者 

【
勤
務
場
所
】
本
山
町
立
本
山
保
育
所
（
本
山
５
５
８‐

１
） 

【
募
集
人
員
】
１
名 

【
業
務
内
容
】
保
育
補
助
業
務
及
び
担
任
補
助
業
務 

【
任
用
予
定
期
間
】 

令
和
７
年
12
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で 

【
勤
務
時
間
】
午
前
７
時
30
分
か
ら
午
後
６
時
30
分
ま
で
の

う
ち
７
時
間
45
分
（
勤
務
日
数
・
勤
務
時
間
応
相
談
） 

【
時
間
外
労
働
】
な
し
（
生
じ
る
際
は
応
相
談
） 

【
休
憩
時
間
】
昼
休
憩
60
分 

【
休
日
等
】
日
曜
日
（
週
休
２
日
シ
フ
ト
制
）、
祝
日
、
年
末 

年
始
（
12
月
29
日
～
１
月
３
日
） 

【
報
酬
】
保
育
士
：
月
額
２
０
１
，
０
０
０
円
～
２
２
０
，
０

０
０
円 

保
育
補
助
者
：
月
額
１
８
８
，
０
０
０
円
～
２
０

１
，
０
０
０
円 

【
資
格
】
保
育
士
に
お
い
て
は
保
育
士
資
格 

【
賞
与
】
無
し 

 
 

【
健
康
保
険
・
厚
生
年
金
】
有
り 

【
雇
用
保
険
】
有
り 

【
災
害
補
償
保
険
】
有
り 

【
応
募
方
法
】 

教
育
委
員
会
に
備
付
の
応
募
申
込
書
を
11
月
21
日
（
金
） 

午
後
５
時
ま
で
に
教
育
委
員
会
へ
提
出
（
郵
送
可
） 

【
選
考
方
法
】 

書
類
選
考
（
※
必
要
に
応
じ
て
面
接
を
実
施
） 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

教
育
委
員
会
教
育
総
務
班 

電
話 

76―

３
９
１
３ 

本
山
町
行
政
連
絡 

 
 

 
 

 
編
集
・
発
行 

本
山
町
役
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
隔
週
水
曜
日
発
行
】 

第１１６３号  

開所の曜日・時間 
定

員 

受
入
年
齢 

所 

在 

地 

名

称 

月
曜
～
金
曜 

標
準
時
間 
午
前
７
時
30
分
～
午
後
６
時
30
分 

短 

時 

間 
午
前
８
時
～
午
後
４
時 

土
曜
日 

標
準
時
間 

午
前
７
時
30
分
～
午
後
６
時
30
分 

短
時
間 

 

午
前
８
時
～
正
午 

○
保
育
標
準
時
間…

フ
ル
タ
イ
ム
就
労
を
想
定

し
た
利
用
時
間
（
最
長
11
時
間
） 

○
保
育
短
時
間…

パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
労
を
想
定

し
た
利
用
時
間
（
８
時
間
） 

１
０
０
名 

０
歳
児（
令
和
７
年
４
月
２
日
～
令
和
７
年
10

月
１
日
生
）
か
ら 

５
歳
児
（
令
和
２
年
４
月
２
日
生
～
） 

本
山
町
本
山
５
５
８‐

１ 

本
山
町
立
本
山
保
育
所 

 



     令和 7（２０２5）年１１月５日（2） 

 

令
和
７
年
度
狩
猟
免
許
試
験
及
び 

初
心
者
講
習
会
（
冬
季
）
の
ご
案
内 

 

令
和
7
年
度
の
狩
猟
者
免
許
試
験
及
び
初
心
者
講
習
会

（
冬
季
）の
日
程
の
連
絡
が
あ
り
ま
し
た
の
で
周
知
を
し
ま
す
。 

 

【
申
請
方
法
】
各
試
験
日
の
12
日
前
ま
で
に
、
高
知
県
鳥
獣

対
策
室
又
は
高
知
県
猟
友
会
に
必
着
す
る
よ
う
持
参
又
は
郵

送
く
だ
さ
い
。 

【
申
請
書
】
県
鳥
獣
対
策
室
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン 

ロ
ー
ド
、
も
し
く
は
、
嶺
北
地
区
猟
友
会
事
務
局
（
柿
本
ス

ポ
ー
ツ
）、
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
に
て
配
布
し
て
い
ま
す
。 

【
狩
猟
免
許
の
問
い
合
わ
せ
先
】 

 

高
知
県 

中
山
間
地
域
対
策
課 

鳥
獣
対
策
室 

 

電
話
０
８
８―

８
２
３―

９
０
４
２ 

 

【
申
請
方
法
】
各
試
験
日
の
12
日
前
ま
で
に
、
高
知
県
猟
友
会

に
必
着
す
る
よ
う
持
参
又
は
郵
送
く
だ
さ
い
。 

 

初
心
者
講
習
は
事
前
に
高
知
県
猟
友
会
へ
の
予
約
申
込
み
が 

必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
定
員
に
な
り
次
第
、
申
し
込
み
が 

締
め
切
ら
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

【
申
請
書
】高
知
県
猟
友
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
も
し
く
は
、嶺
北
地
区
猟
友
会
事
務
局（
柿
本
ス
ポ
ー
ツ
）、

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
に
て
配
布
し
て
い
ま
す
。 

【
初
心
者
講
習
会
の
お
問
い
合
わ
せ
先
】 

（
一
社
）
高
知
県
猟
友
会 

 

電
話
０
８
８―

８
５
６―

６
６
４
１ 

★
本
山
町
で
は
、
新
規
で
第
１
種
銃
猟
免
許
、
第
２
種
銃
猟
免

許
、
わ
な
猟
免
許
を
取
得
し
た
後
、
狩
猟
者
登
録
さ
れ
、
有
害

鳥
獣
駆
除
に
協
力
し
て
い
た
だ
け
る
町
内
の
方
に
対
し
て
、免

許
取
得
に
係
る
経
費
の
う
ち
、
初
心
者
講
習
受
講
料
、
診
断
書

料
、射
撃
講
習
料
に
つ
い
て
定
額
の
補
助
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

【
補
助
の
手
続
き
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先
】 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課 

電
話 

76―

３
９
１
６ 

 

役
場
の
備
品
を
販
売
し
ま
す 

役
場
で
使
わ
な
く
な
っ
た
机
、
イ
ス
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
な
ど

の
備
品
を
販
売
し
ま
す
。 

【
販
売
金
額
】 

備
品
の
種
類
や
大
き
さ
ご
と
に
金
額
を
設
定
し
ま
す
。詳
し

い
金
額
は
当
日
現
地
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。代
金
の
支
払
い

は
現
金
の
み
で
す
。五
百
円
か
ら
千
円
で
販
売
す
る
予
定
で
す

の
で
、で
き
る
だ
け
釣
り
銭
の
要
ら
な
い
よ
う
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。 

【
留
意
事
項
】 

 

当
日
は
先
着
順
で
受
付
を
行
い
ま
す
。購
入
で
き
る
個
数
は

制
限
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

販
売
さ
れ
る
備
品
と
金
額
は
当
日
公
表
し
ま
す
。 

す
べ
て
中
古
品
で
す
の
で
キ
ズ
・
汚
れ
が
あ
り
、
壊
れ
て
い
る

場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、現
状
を
ご
確
認
い
た
だ
き
ご
了
承
の

上
、
ご
購
入
く
だ
さ
い
。
購
入
後
の
返
品
は
お
受
け
で
き
ま
せ

ん
。購
入
し
た
備
品
の
搬
出
は
代
金
支
払
い
後
に
購
入
者
自
身

で
行
い
、
午
後
１
時
ま
で
に
終
了
し
て
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】
11
月
15
日
（
土
） 

午
前
9
時
～
正
午 



     令和 7（２０２5）年１１月５日（3） 

 

【
販
売
場
所
】
本
山
５
０
４ 

旧
本
山
町
役
場
西
庁
舎 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
総
務
課 

電
話 

76―

２
２
２
３ 

 

本
山
町
教
育
委
員
会
表
彰
者
・
団
体
の 

推
薦
に
つ
い
て 

教
育
委
員
会
で
は
来
年
２
月
に
教
育
委
員
会
表
彰
を
行
う

予
定
で
す
。
表
彰
の
目
的
や
表
彰
の
種
類
は
次
に
示
し
た
通

り
で
す
。
推
薦
し
た
い
方
が
お
い
で
ま
し
た
ら
、
電
話
で
下

記
の
担
当
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
手
続
き
等
に
つ
い
て

ご
説
明
し
ま
す
。 

 

な
お
、
表
彰
者
は
表
彰
委
員
会
に
て
決
定
し
ま
す
。
ご
連

絡
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

【
表
彰
の
目
的
】 

 

町
の
教
育
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
・
そ
の
他
教
育
全
般
に
関

し
、
特
に
功
績
が
顕
著
な
も
の
、
若
し
く
は
全
体
の
奉
仕
者

と
し
て
他
の
模
範
と
認
め
ら
れ
る
善
行
が
あ
っ
た
町
民
（
団

体
を
含
む
）
を
表
彰
し
て
、
教
育
の
振
興
を
促
進
す
る
。 

 

町
民
以
外
で
も
、
特
に
本
山
町
に
功
労
が
あ
り
、
ま
た
町

の
大
き
な
名
誉
と
な
る
業
績
の
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
表
彰
の

対
象
と
す
る
。 

【
表
彰
の
種
類
】 

（
１
）
一
般
表
彰
・
・
・
常
に
職
務
に
精
励
し
、
成
績
・
技 

能
・
人
格
及
び
素
行
が
す
ぐ
れ
、
他
の
模
範
と
な
る
個
人

及
び
団
体 

（
２
）
功
績
表
彰
・
・
・
職
員
及
び
教
育
関
係
者
で
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

 

①
生
命
の
危
険
を
か
え
り
み
ず
職
務
を
遂
行
し
た
者 

 

②
職
務
に
関
し
て
、
有
益
な
研
究
、
発
明
又
は
工
夫
考
案 

 
 

を
し
た
者 

 

③
業
務
の
改
善
及
び
能
率
の
増
進
に
つ
い
て
、
著
し
く
貢 

 
 

献
し
た
者 

 

④
災
害
若
し
く
は
事
故
を
未
然
に
防
止
又
は
災
害
に
際
し 

て
特
に
功
績
の
あ
っ
た
者 

 

⑤
職
務
の
内
外
を
問
わ
ず
善
行
が
あ
り
、社
会
の
賞
賛
を
受 

け
職
員
と
し
て
名
誉
を
高
揚
し
た
者 

 

⑥
重
要
か
つ
困
難
な
職
務
を
遂
行
し
、
特
に
顕
著
な
成
績 

を
あ
げ
た
者 

 

⑦
上
記
の
他
、
委
員
会
が
表
彰
す
る
こ
と
を
適
当
と
認
め 

る
業
績
又
は
善
行
の
あ
っ
た
者 

（
３
）
善
行
表
彰
・
・
・
社
会
の
賞
賛
を
受
け
児
童
・
生
徒

及
び
社
会
人
と
し
て
の
模
範
と
す
る
に
足
り
る
善
行
の
あ

っ
た
個
人
及
び
団
体 

（
４
）
学
校
表
彰
・
・
・
教
育
の
研
究
及
び
実
践
に
努
め
、

そ
の
成
果
が
特
に
顕
著
で
他
の
模
範
と
す
る
に
足
り
る
学

校 

（
５
）
文
化
表
彰
・
・
・
学
術
・
芸
術
・
そ
の
他
文
化
の
向

上
に
努
め
、
功
績
が
特
に
顕
著
な
個
人
及
び
団
体 

（
６
）
社
会
教
育
表
彰
・
・
・
社
会
教
育
学
級
及
び
教
育
関

係
の
研
究
実
践
グ
ル
ー
プ
の
活
動
に
よ
り
教
育
の
発
展
と

振
興
に
寄
与
し
た
個
人
及
び
団
体 

（
７
）
ス
ポ
ー
ツ
表
彰
・
・
・
運
動
競
技
会
等
に
お
い
て
優

秀
な
成
績
を
お
さ
め
た
個
人
、
団
体
及
び
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ

ブ
等
の
育
成
指
導
に
努
め
、
そ
の
功
績
が
著
し
く
顕
著
な

者 

【
推
薦
の
期
日
】
令
和
７
年
12
月
19
日
（
金
） 

【
連
絡
先
】 

 

教
育
委
員
会 

電
話 

76―
３
９
１
３
（
担
当 

竹
嶋
） 

      

「
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
・
事
業
者
間
取
引 

適
正
化
等
法
」
に
つ
い
て 

 

近
年
、
配
送
や
デ
ザ
イ
ン
制
作
な
ど
多
様
な
業
種
で
、
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
と
し
て
働
く
方
が
増
え
て
い
ま
す
。
一
方
、
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
は
「
個
人
」
、
つ
ま
り
従
業
員
を
雇
用
せ
ず
一

人
で
業
務
を
行
う
形
態
の
た
め
、
「
組
織
」
と
し
て
事
業
を

行
う
企
業
等
の
発
注
事
業
者
と
の
間
で
交
渉
力
な
ど
に
格

差
が
生
じ
や
す
く
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
「
報
酬
が
支
払

わ
れ
な
い
」
「
一
方
的
に
仕
事
内
容
を
変
更
さ
れ
る
」
「
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
た
」等
の
ト
ラ
ブ
ル
の
増
加
が
問
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
善
し
、個
人
が
事
業
者
と
し
て
受

託
し
た
業
務
に
安
定
的
に
従
事
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る

た
め
、
令
和
６
年
11
月
に
こ
の
法
律
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。 

 

こ
の
法
律
は
、
次
の
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。 

①
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
方
々
と
企
業
等
の
発
注
事
業
者
と
の

間
の
取
引
の
適
正
化 

②
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
方
々
の
就
業
環
境
の
整
備 

 

具
体
的
に
は
、発
注
事
業
者
に
対
し
て
、①
の
観
点
か
ら
、

仕
事
を
発
注
し
た
際
の
取
引
条
件
の
明
示
や
成
果
物
の
受

領
か
ら
原
則
60
日
以
内
で
の
報
酬
の
支
払
い
を
義
務
付
け

る
と
と
も
に
、受
領
拒
否
や
報
酬
減
額
等
を
禁
止
事
項
と
す

る
ほ
か
、
②
の
観
点
か
ら
、
育
児
介
護
等
と
の
両
立
へ
の
配

慮
や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
の
た
め
の
相
談
体
制
の
整
備
な

ど
に
つ
い
て
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。 

 

法
律
の
概
要
や
最
新
の
情
報
な
ど
、
詳
し
く
は
厚
生
労
働 

省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

【
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】 

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
し
て
業
務
を
行
う
方
・
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の

方
に
業
務
を
委
託
す
る
事
業
者
の
方
等
へ 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

 

高
知
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等
室 

 
 

電
話 

０
８
８―

８
８
５―

６
０
４
１ 

 

 

 

あなたの身近に 

いる方を推薦し

てください！! 



     令和 7（２０２5）年１１月５日（4） 

 

11
月
25
日
～
12
月
１
日
は 

犯
罪
被
害
者
週
間
で
す 

犯
罪
に
遭
わ
れ
た
方
々
が
平
穏
な
暮
ら
し
を
取
り
戻
せ
る

よ
う
、
高
知
県
で
は
、
県
や
市
町
村
、
関
係
団
体
が
一
体
と

な
り
、
支
援
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
取
り
組
み
の
一

つ
と
し
て
、
毎
年
11
月
25
日
か
ら
12
月
１
日
ま
で
を
「
犯

罪
被
害
者
週
間
」
と
定
め
、
犯
罪
被
害
の
理
解
を
深
め
る
集

中
的
な
啓
発
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

誰
も
が
あ
る
日
突
然
、
犯
罪
被
害
者
に
な
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
一
人
で
悩
ま
ず
、
ま
ず
は
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。 

・
犯
罪
被
害
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
（
警
察
） 

電
話 

０
８
８―

８
７
１―

３
１
１
０ 

・
こ
う
ち
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー 

電
話 

０
８
８―

８
５
４―

７
８
６
７ 

・
性
暴
力
被
害
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー 

電
話 

０
１
２
０―

８
３
５―

３
５
０ 

・
総
務
課 

電
話 

76―

２
２
２
３ 

 

毎
月
第
３
木
曜
日
は
行
政
相
談
の
日
で
す 

行
政
相
談
委
員
は
、
国
、
県
、
市
町
村
が
行
っ
て
い
る
仕

事
に
対
す
る
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
苦
情
や
意
見
・
要
望
を

受
け
、
そ
の
解
決
や
実
現
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。 

相
談
は
、毎
月
第
３
木
曜
日
に
町
役
場
で
開
設
さ
れ
る
行

政
相
談
所
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。 

【
日
時
】
11
月
20
日
（
木
）
午
前
10
時
か
ら
正
午 

【
場
所
】
役
場
１
階 

も
と
や
ま
ホ
ー
ル 

【
行
政
相
談
委
員
】
筒
井 

幸
弘 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
総
務
課 

電
話 

76―

２
２
２
３ 

 

障
害
者
の
就
労
相
談
に
つ
い
て 

障
害
者
の
就
労
相
談
窓
口
を
左
記
の
と
お
り
開
設
し
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
相
談
は
事
前
予
約
制
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
相
談

日
の
3
日
前
ま
で
に
電
話
等
で
予
約
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】
11
月
21
日
（
金
）
午
後
１
時
～
午
後
３
時 

【
場
所
】
役
場
１
階 

も
と
や
ま
ホ
ー
ル 

【
対
象
者
】 

 

○
障
害
や
病
気
の
あ
る
方
で
、 

 
 

・
一
般
企
業
へ
の
就
職
を
目
指
す
方 

 
 

・
就
労
の
継
続
や
生
活
に
不
安
の
あ
る
方 

 

○
障
害
者
を
雇
用
し
て
い
る
企
業
担
当
者
や
支
援
事
業
所

の
方 

【
問
い
合
わ
せ
・
予
約
先
】 

 

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
「
ゆ
う
あ
い
」 

 
 

電
話
０
８
８―

８
５
４―

９
１
１
１ 

 
意
見
箱
を
設
置
し
て
い
ま
す 

 

本
山
町
で
は
、
町
民
の
皆
さ
ま
に
満
足
の
い
た
だ
け
る
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
提
供
を
目
指
し
て
「
意
見
箱
」
を
設

置
し
て
い
ま
す
。 

お
気
づ
き
の
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
所
定
の
用
紙
に
ご

記
入
の
上
、
意
見
箱
に
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
意
見
を
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。 

【
設
置
場
所
】
４
箇
所 

 

・
役
場
１
階
住
民
生
活
課
前 

・
役
場
２
階
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
前 

・
役
場
３
階
町
民
ホ
ー
ル
北
側 

・
プ
ラ
チ
ナ
セ
ン
タ
ー
入
口
付
近 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
総
務
課 

電
話 

76―

２
２
２
３ 

副
業
・
バ
イ
ト
詐
欺
に
注
意
！ 

 

「
誰
で
も
簡
単
に
儲
か
る
」「
短
時
間
で
高
収
入
」
な
ど
簡

単
に
稼
げ
る
こ
と
を
強
調
し
て
人
を
集
め
、「
登
録
料
」「
研

修
費
」
な
ど
の
名
目
で
お
金
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
お
金
の
要
求
が
な
く
て
も
最
悪
の
場
合
、
犯
罪
に
加
担

す
る
よ
う
な
仕
事
を
さ
せ
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
発
生
し
て
い
ま

す
。 

 

も
し
犯
罪
に
加
担
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
本
人
は
周
り
に

相
談
す
る
こ
と
が
で
き
ず
利
用
さ
れ
続
け
る
結
果
に
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
も
。 

・
世
の
中
に
簡
単
に
儲
か
る
仕
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。
甘
す
ぎ

る
言
葉
は
信
用
し
な
い
！ 

・
他
の
仕
事
と
比
較
し
て
極
端
に
賃
金
が
高
い
仕
事
は
警
戒

す
る
。 

 

も
し
少
し
で
も
怪
し
い
と
思
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
家
族
や

周
り
の
人
に
相
談
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
！ 

★
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
相
談
を
！ 

 

お
悩
み
が
あ
れ
ば
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
相
談
ダ
イ
ヤ
ル 

＃
１
８
８
（
い
や
や
）
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
！ 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課 

電
話 

76―

３
９
１
６ 

  


